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各コミュニティの活動の現在地

PJ 1：サービスカタログ

吉田 尚樹 Naoki Yoshida

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社



エグゼクティブサマリ
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2024年度の活動まとめ

サービスカタログUI改善に係わる提案
小さくても早期実装ができるような機能改修に向けて提案を実施一部
は12月改訂版で反映。引き続き改修が必要ではないか
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10万人未満の自治体がより使いやすい情報媒体へ
地方公共団体の協力を得て、アンケート、インタビューを実施
10万人未満の自治体こそ成果に結びつくのではないか

モデル仕様書に対する改善点の提案
地方公共団体の協力を得て、アンケート、インタビューを実施

モデル仕様書の項目の意図が明確になれば、モデル仕様書はより使
い勝手の良いツールになるのではないか



01．サービスカタログUI改善に係わる提案

（青字の箇所は12月改訂で反映）

直感的な
わかりやすさ

必要な情報の
見つけやすさ

その他
（幅広いサービ
スの必要性）

 仕様書と代表的なサービスはページをわける

 各サービスの位置づけ（サービスマップ）はわかりやすい

 「サービスマップ」と当該カテゴリのサービス・システムのリストペー

ジを分ける

 ソフトウエアのフリーテキスト検索ではなく、サービス分類と機能につ

いては、タグとカテゴリで分けるなど工夫がほしい

 サイトへの導線改善としてデジタル庁HPにもリンクを掲載があるとよい

 デジタルマーケットプレイス（DMP）掲載サービスがわかるとよい

 ページ内のスクロール量が多く、スクロールを減らす工夫があるとよい

 小さいフォントの文字説明は読まない

 概要説明・お知らせ・参照リンクは上段に配置すべきでない

 フリーテキスト検索の⼊⼒は利用者負担が大きい

 サービスの掲載基準や掲載方法がよくわからない



02．10万人未満の自治体がより使いやすい情報媒体へ
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サービスカタログ分科会の活動について

参加者の疑問
・DMPなど関連施策との違いは何か
・機能や制度の制約は何か

掲載サービス
（民間目線）

・掲載基準はどうあるべきか
・掲載情報は何をアピールしたいのか

利用自治体
（自治体目線）

・どのような情報が必要か
・どのような周知の工夫ができるのか

サービスカタログの
あるべき姿

サービスカタログを活用すると効果がある自治体像の仮説
・人口10-20万人以下、またそれより小さな自治体

- タイプ1のように他自治体の事例をもとに、デジタル実装を検討している自治体
- 普段企業からの営業が届かないような自治体

・ＤＸ推進課だけでなく原課による活用や庁内（財政課）を説得するためシーンで活用
- デジタル技術やサービスに明るい方が少なく、庁内調整コストが高い実態
- デジタル技術を活用したい意思はあるが、原課には直接的な情報が入ってこない実態



02．10万人未満の自治体がより使いやすい情報媒体へ
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自治体アンケート結果

人口10万人未満の自治体は、認知によって横展開が加速する

政令指定都市
（20団体）

人口20万人以上
*政令指定都市を除く
（172団体）

人口10万人以上～
20万人未満

（322団体）

人口10万人未満
（1,227団体）

デジタル政策検討時に
政府情報を活用しているか

サービスカタログを
認識・利用しているか

横展開の可能性
（*推計値）

86％

93％

60％

56％

認知：86％

利用：71％

認知：93％

利用：31％

認知：96％

利用：43％

認知：66％

利用：50％

３団体

12団体

13団体

417団体



02．10万人未満の自治体がより使いやすい情報媒体へ
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自治体アンケート、インタビュー結果による施策への提案

2つの観点でより使いやすい情報媒体の実現に向けた具体的な施策検討を実施する。

カタログ利用経験がある
自治体に対する有用性の改善

カタログ利用経験がない
自治体に対する普及の促進

• 地域課題と掲載サービスの関連性
• サービス導入による投資効果
• 導入自治体の業務フロー
• デジ田以外のデジタル施策の情報不足

• サービス導入自治体の解決したい地域課題
• 導入コストと維持コスト、KPI達成状況
• 検討/導入/運用/評価における業務フロー事例
• 自治体予算単体やデジ田以外の制度活用による導入

サービス
• サービスマップやRAIDAとの情報連携

• カタログの周知がデジ推部門に留まっている
• デジタル部門では原課と同等の課題把握、施策

検討は難しい⇔原課ではデジタル施策事例を知
る機会が少ない

• 原課に対する省庁連携でのカタログ周知
• 県や自治体間での事例共有
• デジタル部門と原課の連携事例の共有

活動方針

課題：施策検討・推進における情報不足

検討：各種情報連携を含めた掲載情報の見直し

課題：他部署間、省庁間での横連携不足

検討：周知活動や共有機会の創出



03．モデル仕様書の改善点に対する提案

7

活動方針を踏まえた改善方針の提案

課題感

⚫ モデル仕様書を使っている自治体はまだ少ないが、使っている自治体のうち、約半数は
、モデル仕様書を「そのまま」または「一部のみ修正して」使っている

⚫ 一方、自治体がモデル仕様書の内容や活用方法（※）を理解せず、「そのまま」使って公
告を出した際に、調達内容の問い合わせに自治体職員が答えられないケースや、導入した
システムがオーバースペックになることも懸念されている
※モデル仕様書は、必須機能以外は自治体ごとにカスタマイズして活用すること

仮説

⚫ モデル仕様書の項目について自治体職員が理解できるよう、補足説明や項目の背景に
ある業務フローが求められているのではないか

⚫ 他方で、国側だけで作成は困難であり、そのためには、専門的な知見を持つ民間企業の
意見を取り⼊れる方策を検討すべきではないか

仮説を
踏まえた
改善方針

⚫ モデル仕様書に民間企業の意見を取り入れるため、下記の方針をご提案する

モデル仕様書の活用促進に向けて国と協議するための
民間企業等による検討協議会（仮）を立ち上げ、運営する

✓ 検討協議会（仮）は、希望に応じてモデル仕様書に関係するベンダー、モデル仕様書を実際に使う自治体
等が参画することを想定

✓ 国は、検討協議会（仮）に対して、モデル仕様書の素案を提供。検討協議会（仮）は、①国が定めたモデ
ル仕様書の必須項目の妥当性、②業務要件（モデル仕様書が想定する業務フローや各項目への補足コメン
トなど）、についてスケジュールを作成しフィードバック

✓ 国は、検討協議会（仮）における協議の後、広く一般からモデル仕様書に合致するサービスを募るRFIを実
施。RFIの段階では、①と②の意見受付は行わず、意見出しを希望する者は、検討協議会（仮）に参加する
こととなる。



PJ 2：データ連携基盤

寺澤 和幸 Kazuyuki Terasawa

村井 游 Yu Murai

一般社団法人AiCTコンソーシアム

各コミュニティの活動の現在地



Copyright © データ連携基盤コミュニティ. All rights reserved.

基盤利活用SPCの立上げ経緯
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データ連携基盤の導入に際して、自治体担当者に十分な情報が浸透しておらず最適な選択
や判断が行われにくい現状を解決すべく、基盤事業者や自治体を参加者とする基盤利活用
SPCを立ち上げ、効率的な基盤導入の実現に向けた検討を行うこととした。

効率的な基盤導入を実現自治体：最適な選択・判断がしづらい
事業者：余計な営業コストが発生

基盤PC参加者
（基盤事業者・自治体）

各基盤の
概要/特
徴を整理

基盤
ガイドブッ
クの作成

デジ庁HP
に反映

知
見
の
提
供

B社 C社
A社 D社

•PD/非PDって何が違う
の？
•APIってそもそも何？
•MNCは何に使うの？

データ連携基盤に
関する課題

自治体担当者

データ連携基盤の導入における現状 基盤利活用SPCの活動イメージ



Copyright © データ連携基盤コミュニティ. All rights reserved.

基盤利活用SPCの目的及びゴール
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基盤の役割や必要性を導入検討者に分かりやすく伝えることを目的に活動を開始し、①
サービスカタログに掲載する基盤の概要や特徴の整理と②それらを理解するために必要な
前提知識を体系立ててまとめたガイドブックを作成した。

目的
• 基盤の役割・必要性の都道府県・自治体職員等を中心とした基
盤導入検討者にわかりやすく伝える

ゴール

• パーソナル/非パーソナルデータ連携基盤のそれぞれの役割に加
え、サービスカタログに掲載する基盤の概要や特徴などを整理。

• また、それらを理解するために必要な前提知識（ID連携やAPI、
本人確認/MNC認証など）について、自治体職員等の理解を目
的として体系立てた基盤ガイドブックを作成。
※整理されたガイドブックは各都道府県や自治体などに提供さ
れ、必要に応じてデジタル庁等の関与する説明会等で周知した
り、会員各社が個別の営業の際に活用するものとする。

連携する
プロジェクト

• 「デジタル田園都市国家構想実現のための生活用データ連携基
盤推奨モジュール拡充・運用・自治体への運用支援等事業」（
デジタル庁）



Copyright © データ連携基盤コミュニティ. All rights reserved.

基盤利活用SPC立上げからの活動の軌跡
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2024年9月の立上げ以降、デジタル庁、基盤事業者、自治体間での4か月半にわたる議論を
通じて、デジタル庁に政策提言を行った。2025年に入ってからは、デジタル庁においてア
ウトプットの最終化を行っており、2025年度4月の公開を目指して活動。

2024年 2025年

９月 10月 12月 2月11月 1月 3月 4月

②トピック解
説の作成

①基盤の特徴
の整理

項目案の
提示

デジタル庁、基盤事業者、
自治体間での議論を通じて、

項目案を提言
項目の最終化

基盤事業者
が基盤情報
を回答

サービス
カタログ
公開

（予定）

構成
決定

基盤事業者が
共同作成した
初案を提言

内容の最終化
デジ庁HPで

公開
（予定）

本SPC デジタル庁
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アウトプット①：基盤の特徴の整理
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サービス概
要

サービス名 -
URL -
問い合わせ先

概要 -

サービスの特性／優位性 主要機能

技術仕様

導入関連

強みのある領域 -

データ連携・仲介方法
①データ蓄積方式（集中型）/②データ分散
方式（分散型）/③①②両方に対応/④その他
の方式

APIポータル有無 -
パーソナルデータ連携機能 共通ID発行・連携機能有無

オプトイン管理機能有無
オプトイン履歴表示機能有無
データ連携履歴表示有無
接続サービス一覧表示有無
基本ユーザ情報管理機能有無
マイナンバーカード認証機能有無

非パーソナルデータ連携機
能

データ蓄積機能有無
データ分析機能有無
ダッシュボード表示機能（一覧またはカタロ
グ）有無
ダッシュボード表示機能（地図）有無

技術仕様
API形式 -
データのフォーマット -
サポートする標準データモ
デル

-

セキュリティ対策 取得した認証
準拠する規格（取得した認証が無い場合）

対応ユーザー認証方式 -
ID接続形式 -
個人情報保護対策 取得した認証

準拠する規格（取得した認証が無い場合）

導入関連

導入期間 -

導入手順 -

導入実績

自治体数（パーソナル＋非パー
ソナル導入）
自治体名 （パーソナル＋非
パーソナル導入）
自治体数（パーソナルのみ導
入）
自治体名（パーソナルのみ導
入）
自治体数（非パーソナルのみ導
入）
自治体名（非パーソナルのみ導
入）

共同利用
共同利用の可否
共同利用のための機能・サービ
ス
共同利用の実績
他基盤との相互接続の実績

提供価格（初期費） 価格帯（税抜き）
備考

提供価格（維持運用費）
（１年あたり）

価格帯（税抜き）
備考

基盤提供方針 -
基盤提供主体 -
保守体制 保守体制

保守内容
保守対応等可能時間
保守対応等の方法

その他一括導入可能サービ
ス

サービス名

項目や記載内容を協議しながらわかりやすく、導入検討に役立つものとして作成
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アウトプット②：基盤トピック解説（解説項目一覧）
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# トピック

1 データ連携基盤とは何か

2 パーソナルデータ（連携基盤）と非パーソナルデータ（連携基盤）とは何か

3 データ連携及び仲介の各方式（集中/分散）の特徴

4 共通IDの連携及び発行のメリット

5 対応ユーザー認証の各方式の特徴

6 オプトインに基づくデータ連携のメリット

7 API/APIポータルとは何か

8 ダッシュボードの意義と役割

9 データ連携基盤の調達方式（クラウドサービス/オンプレなど）

10 OSSとは何か

11 基盤の共同利用検討について

記載内容を協議し各社で分担して作成
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アウトプット②：基盤トピック解説（一部抜粋）
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活動成果：デジタル庁サービスカタログでの公開
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データ連携基盤比較表 データ連携基盤トピック解説

※イメージ

デジタル庁「デジタル地方創生サービスカタログ」

コミュニティ内で作成したアウトプッ
トをデジタル庁にてWeb公開（3/26
）

データ連携基盤比較
表

データ連携基盤
トピック解説



PJ 3：Well-Being指標推進

南雲 岳彦 Takehiko Nagumo

一般社団法人スマートインスティチュート

代表理事

各コミュニティの活動の現在地







PJ 4：デジタル認証

福田 尚久 Naohisa Fukuda 

日本通信株式会社 代表取締役社長

各コミュニティの活動の現在地



5年後の目指すべき姿

 デジタル   で える

  ・  に使える
インター ット

 

     された
サービスの 受

     に  て まる
ビックデータの解 と活用

  

  ーソ ルデータ活用

 データ連携

     の活用

  プトイン



PJ 5：まちづくりアプリ

横山 武史 Takeshi Yokoyama 

EY Japan 株式会社

各コミュニティの活動の現在地



まちづくり参加アプリ
背景・目的 現状1 2

第二市民創出型

共助/コミュニティ型

行
政
サ
ー
ビ
ス
拡
充
型

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
型

ふるさと納税

デジタル認証

予約配車

デジタル市民証

健康・ヘルス

防災・減災

観光

消費喚起

行動変容

サービスごとに閉じた仕組みから
サービス間の連携・協調へ

需要をデータで捉えて次の政策立案へ
活かせる仕組みへ

「よりよりまちづくり」のため…思いは一つなのに
アプリ・サービスが乱立する現状

人口減少下の社会では需要を捉え、各サービスのデータを
連携・活用できる仕組が必要

目指す先 これまでの活動4 3

現状・課題をメンバで共有→「NEXTスタンダード」を
官民一体となって協議を開始

サービス間の連携を促すと共に、協調・競争領域
のすみ分け・連携方法を模索

初回集会
R6.9月

第２回集会
R6.12月

次回集会
（予定）



PJ 6：デジタルワークシェア

澤田 誠 Makoto Sawada

一般社団法人 全国地域情報化推進協会

各コミュニティの活動の現在地







PJ 7：地域モビリティ

畠山 洋平 Yohei Hatakeyama

株式会社博報堂 

各コミュニティの活動の現在地



デジタル地方創生イベント
モビリティコミュニティ活動報告

3/27
デジタル 横展開推進協議会
モビリティコミュニティ

27



高齢者の買い物

・通院の足がな

い

ドライバー不足

・高齢 が課題

に

既存交通の収 

を改善しなくて

は

いけない

バス路線が廃止

にな てしまう 首長が公共ライ

ドシェアを⼊れ

るようにと言 

ている

何か手を打たなけ

ればいけないが、

何から始めていい

か分からない・・

・

こんなお困りごとありませんか？

28



多様な地域交通サービスの
共通プラットフォーム化

・共通コンサル手法
・共通データ取得活

用
・共通基盤の開発など

多様な地域交通サービスの
運営/運用体制の整備

・事業者の連携
・交通系事業者連携
・地域交通商社など

低コスト実現に向けた
共通化の可能性を探索

※プラニング/データ/システム等

地域共創型の持続可能な公共交通の実現

大前提：「地域モビリティ資産（車両・人材・事業者）」の把握と積極的な活用

交通事業者

民間バス
with専門ドライバー

自治体/NPO

コミュニティ
バス

with専門ドライバー

地域生活者

公共ライドシェア
（デマンドバス型）

with非専門ドライバー

交通事業者

民間タクシー
with専門ドライバー

地域生活者

公共ライドシェア
（デマンドタクシー型）

with非専門ドライバー

…

地域のマイカー保有者 地域の送迎関連事業者

中小自治体でも持続的な運営が可能な、地域資産を活用した低コストなサービスの提供

低コスト実現に向けた
持続的な運営体制探索

※主体者/運行/ドライバー等

地域のバス事業者 地域の自治体 地域のタクシー事業者

地域の生活者、事業者、自治体を 大限尊重する地域交通再編を目指し、

外部事業者は、地域資産を 大限活用した「地域での持続的な運用を実現するプラニングやサービス」を提供する。

「地域モビリティ・コミュニティ」
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A B C D E F G H I

事業主
民間

（交通事業者）

（タクシー事業者の管理監督）

一般市民ドライバー

運行管理 バス事業者 タクシー事業者

ドライバー プロ プロ プロ
運行実施主体の

職員/会員
一般市民 一般市民 一般市民 プロ

バス車両 バス/タクシー車両
専用車両

（事業のための車両）

専用車両

(運行実施主体の

保有する車両)

専用車両

（事業のための車両）
マイカー マイカー

専用車両

（事業のための車両）
タクシー車両

緑ナンバー 緑ナンバー 白ナンバー 緑ナンバー

1 定期・路線 路線バス コミュニティバス
コミュニティバス

（交通空白）
△ △ △ × × ×

2
予約制・指定地点乗車

・路線・相乗

△

（補助金で民間運営）

路線型

デマンドバス

路線型デマンドバス

（交通空白）
△ △ △ × × ×

3
予約制・指定地点乗車

・自由ルート・ダイヤ・相乗
△

区域型

デマンドバス

区域型デマンドバス

（交通空白）

公共ライドシェア

（デマンドバス型）

公共ライドシェア

（デマンドバス型）

公共ライドシェア

（デマンドバス型）
△ △ ×

4
予約制・指定地点乗車

・自由ルート・非ダイヤ・相乗
△ △ △

公共ライドシェア

（デマンドタクシー型）

公共ライドシェア

（デマンドタクシー型）

公共ライドシェア

（デマンドタクシー型）

乗合タクシー

（日本版ライドシェア）

乗合タクシー

（日本版ライドシェア）
△

6 完全デマンド・相乗 × △ △
超過疎地

乗合タクシー

超過疎地

乗合タクシー
×

乗合タクシー

（日本版ライドシェア）

乗合タクシー

（日本版ライドシェア）
△

7 完全デマンド・占有 × △ △
観光客向け

デマンドタクシー

観光客向け

デマンドタクシー
×

タクシー

（日本版ライドシェア）

タクシー

（日本版ライドシェア）
民間タクシー

事業内容 バス事業 コミュニティバス事業

法令上の位置づけ
一般乗合旅客

自動車運送事業

車両

運行実施主体 バス事業者 自治体

デマンド

型

デマンド

バス型

デマンド

タクシー

型

タクシー型

交通事業者

一般乗合旅客

自動車運送事業

自家用有償旅客運送

(交通空白地有償運送)

バス型

タクシー事業者

一般乗用旅客

自動車運送事業

民間（交通事業者）

ライドシェア事業

自治体・NPO等

タクシー事業

自治体、NPO、農協、商工会、観光協会など

交通事業者/NPO

（自治体の管理監督）

タクシー事業者

白ナンバー 白ナンバー

自家用有償旅客運送

日本版ライドシェア
公共ライドシェア

*交通事業者が運行管理を行う場合、事業者協力型自家用有償旅客運送

利便性高い
コスト高い

利便性低い
コスト低い

その地域の交通課題に合わせて選択しうる交通サービスのカタチを類型 
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3社が持つ既存ソリューションや経験値をベースにして

地域交通のデジタル公共財の仕様を検討
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多様な地域交通への対応
HDYグループ 地域交通ソリューション

ノッカルシリーズ

ノッカル

公共ライドシェア
ノッカル

地域デマンド
ノッカル

地域バス
ノッカル

地域タクシー
■管理者機能
・停留所設定
・コース/ルート設定
・ダイヤ設定
・予約/リクエスト代理⼊⼒
・情報配信
・施設/クーポン設定

■利用者機能
・会員登録
・運行遅延情報通知
・時刻表閲覧

■ドライバー機能
・車両位置送信

■管理者機能
・停留所設定
・コース/ルート設定
・ダイヤ設定
・予約/リクエスト代理⼊⼒
・情報配信
・施設/クーポン設定

■利用者機能
・会員登録
・乗車予約/乗車リクエスト
・お気に⼊りルート登録
・時刻表/マップ閲覧

■管理者機能
・停留所設定
・コース/ルート設定
・ダイヤ設定
・予約/リクエスト代理⼊⼒
・情報配信
・施設/クーポン設定

■利用者機能
・会員登録
・乗車予約/乗車リクエスト
・お気に⼊りルート登録
・乗降地点登録
・時刻表/マップ閲覧

■管理者機能
・停留所設定
・コース/ルート設定
・ダイヤ設定
・予約/リクエスト代理⼊⼒
・情報配信
・施設/クーポン設定
・ドライバー/車両登録

■利用者機能
・会員登録
・乗車予約/乗車リクエスト
・お気に⼊りルート登録
・見守り通知
・時刻表/マップ閲覧

■ドライバー機能
・シフト⼊⼒
・予約内容確 
・車両位置送信
・遠隔点呼

32



「Digi田（デジでん）甲子園2023」内閣総理大臣賞
（審査委員会選考枠、民間企業・団体部門）

公共ライドシェア（自家用有償旅客運送車）やタクシーにアプリを配備し、スマホ一つでの乗車・運行管理ができます。

マイナンバーカードでの乗車認証、ＧＰＳ距離・料金計算、住民予約、交通事業者予約受付機能があります。

予約・運行・清算をデータ管理することで、紙チケット廃止による業務効率化に貢献、ＤＸを実現します。

 種類のモード搭載

公共ライドシェアモー

ド

タクシーモード

マイ ンバーカード活用

デジタルチケット機能

予約機能

料金計算機能

実績管理
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Will Smartの「公共ライドシェアシステム基盤」。
必要な機能を集約し、低コストで省力化と安全性確保に貢献。

ポイント1 人手をかけない運行を実現

予約管理、車両管理、ドライバー管理といったオペレーションを

クラウドやドライバーアプリをから行うことで、効率的な運行を実現。

ポイント2 安全性の確保貢献

車両データをリアルタイムで取得。ルートや速度など把握。

ポイント3 データ取得によるPDCA

予約・運行実績等のデータを施策のブラッシュアップに活用できる。

地域交通計画やデータ分析もサポート。

DXイノベーション大賞2024 優秀賞受賞（支援会社部門）

R6長崎県平戸市にて
観光向け公共ライドシェアの
実証運行をサポート。
※R7より本運用予定。
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何を共通 させるのか？

デジタル公共交通システム
（必要 低限かつある程度の汎用性あり）

システムの拡張機能
個別の交通課題に対応するためのさらなる機能追加等

デジタル運用業務
ダイヤ変更・ドライバー登録・緊急時対応・静的コンテンツ運用等

ア ログ運用体制・設備の構築
車載端末・停留所・コールセンター・告知物等

ア ログ運用業務
各種設備の保守運用、コールセンター運用、緊急時対応、告知等

共通
デジタル公共財として提供する部分

非共通
 々の自治体や企業で対応する部分

サービス管理
システム

利用者
システム

ドライバー管理
システム

基本的な運用方法についてのマニュアル提供
共通システムの保守運用

DB

共通システムといっても単一のシステムではなく
個社のシステムおよびその組み合わせで提供することを想定
（インターフェースやAPIを作り、データ連携させる等）
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予約・ダイヤ・指

定地点乗車

予約・非ダイヤ・

任意地点乗車
予約制

プロドライバー・

事業用車両

プロドライバー・

事業用車両

一般ドライバー・

専用車両orマイ

カー

■基本要件

共通事項 サービス提供環境 機器環境

利用者の操作機器環境（PC、スマートフォン）及び管理者側（管理システ

ム・ドライバー）の操作機器環境を指定する。

・対応させる機器（PC/スマートフォン）

・対応OSとそのバージョン

・対応ブラウザとそのバージョン　など

スマートフォンアプリは、iOSとAndroid双方に対応すること。

〇 〇 〇

ネットワーク環境

サービスを提供するネットワーク環境及び通信経路の暗号化について自治

体が希望する要件を記載する。提案する環境が自治体の希望と異なる場合

は、その理由やネットワークセキュリティ面で問題ないことを示すこと。

（例）

利用者側環境：インターネットで動作すること。

管理者側環境：インターネットで動作すること。

インターネット上の通信経路においては暗号化を行うこと。

〇 〇 〇

データ管理

データ管理環境について自治体が希望する要件を記載する。提案する環境

が自治体の希望と異なる場合は、その理由やデータセキュリティ面で問題

ないことを示すこと。

例：アプリサービスの場合、サービスにおいて登録されるデータは、デバ

イス内には情報は保有せず、サービス提供クラウド環境（データセンター

内）でデータを保有すること。

〇 〇 〇

データのバックアップに関して自治体が希望する要件を記載する。提案す

る環境が自治体の希望と異なる場合は、その理由やデータセキュリティ面

で問題ないことを示すこと。

・どのような環境でバックアップを行うか

・間隔と世代数（例：週次で４世代保有すること）

（その他）

障害発生時の情報資産の退避先は発注者が指定した場合を除き全て日本国

内であること。

〇 〇 〇

スマートフォンの端末故障時や機種変更時のデータ引継ぎが配慮がされて

いること。
〇 〇 〇

サービス提供時間
原則、24時間365日利用可能とすること。ただし、保守等の予定された停

止については、この限りではない。
〇 〇 〇

ライセンス・ユーザ

数等
利用者側ユーザ数

利用者側アカウントライセンスが必要となる場合は、利用者ユーザー数と

して○アカウント以上対応すること。
〇 〇 〇

管理者側ユーザ数
管理者側アカウントライセンスが必要となる場合は、利用者ユーザー数と

して特権ユーザー○アカウント以上、一般ユーザー○アカウント以上対応

すること。

〇 〇 〇

デザイン・操作性 デザイン
表示画面上の項目配置や色使い等、誰もが利用しやすいユニバーサルなデ

ザインとなるよう指定。
〇 〇 〇

操作性

表示画面上の項目配置や色使い等、誰もが利用しやすいユニバーサルなデ

ザインとなるよう指定。

（例）

年配者にも操作がわかりやすいような画面設計がされている

〇 〇 〇

アクセシビリティ
自治体と受託者間でアクセシビリティの基準を設け、その基準に準拠した

デザインとすること
〇 〇 〇

視覚障害者支援
（視覚障碍者等の支援が必要な場合）

ユーザー補助機能を検討の上、必要な機能を用意できること
〇 〇 〇

多言語対応
（多言語対応が必要な場合）

必要な言語を示す。
〇 〇 〇

情報セキュリティ 認証資格
（対応する必要がある場合）

ISMS、プライバシーポリシーマークなど事業者における認証制度・評価制

度への対応。

〇 〇 〇

データセンター

データセンターは Tier３4相当であり、建築基準法（昭和 25 年法律第 201

号）の新耐震基準に適合していること。

データセンタの物理的所在地を日本国内とし、情報資産について、合意を

得ない限り日本国外への持ち出しを行わないこと。

〇 〇 〇

個人情報・情報セ

キュリティの遵守
個人情報保護法および○○市情報セキュリティポリシーを遵守すること。 〇 〇 〇

システムログ エラー情報の把握やUI/UXの改善に必要となるログ情報を取得すること。 〇 〇 〇

アクセス・操作ログ 管理システムのアクセスログ・操作ログを取得すること。 〇 〇 〇

不正プログラム対策

システム（サービス）の稼働環境及び開発・テスト環境においては、コン

ピュータウィルス等不正プログラムの侵入や外部からの不正アクセスが起

きないよう対策を講じるとともに、それら対策で用いるソフトウェアは常

に最新の状態に保つこと。

〇 〇 〇

システム（サービス）の稼働環境及び開発・テスト環境で用いるOSやソフ

トウェアは、不正プログラム対策に係るパッチやバージョンアップなど適

宜実施できる環境を準備すること。

〇 〇 〇

その他セキュリティ

対策

個人情報の保護に配慮するなど、利用者が安心して利用できる対策を実施

していること。
〇 〇 〇

データ移行 データ移行
システム更新（再構築）の場合、前システムからのデータ移行の条件を記

載する。

（例）移行データの種類等

〇 〇 〇

サービス終了時・契

約満了時等の対応
保有データの提供

サービス開始後に利用者が入力した情報及び発注者が登録した情報のう

ち、発注者の情報管理権限を有する情報については、契約終了後全て抽出

し発注者に提供すること。

〇 〇 〇

保有データの消去等

サービスを終了若しくはサービス利用契約終了後は、保有データを提供の

のち、速やかにシステムから消去すること。消去においては、復元不可能

な状態にすること。

（必要な場合）

データ消去後に、当該データを保存していた記憶装置の物理的破壊を行う

ととももに、そのエビデンスを提出すること。

〇 〇 〇

オプトアウト対応
利用者からの申し出により、当該利用者に関する情報を全部または一部削

除できる機能。
〇 〇 〇

利用規約等 利用規約への同意
サービスの初回利用時やサービスに重要な変更を行った際には、利用者に

利用規約の内容を提示し、確認（同意）をとることができること。
〇 〇 〇

自動取得情報への同

意

機器の個体番号やGPS位置情報等、利用者がサービスを利用した場合に自

動的に取得する情報を明示するとともに、それら情報取得について同意を

得ることができること。（利用規約の確認に含む場合は不要）

〇 〇 〇

プライバシーポリ

シー
プライバシーポリシーを表示すること。 〇 〇 〇

問い合わせ機能 問い合わせ機能
サービス内の問い合わせフォームなどから、問い合わせを行うことができ

ること。
〇 〇 〇

統計機能 統計機能
システム・サービスの運用状況や利用状況を定期又は任意の時点で集計す

る機能を有していること。

例：登録者数、アクティブ利用者数、延べ利用回数　など

〇 〇 〇

関係法規制への対応 関係法規制への対応
サービスの稼働、運用・提供に関係する関係法規制を遵守するとともに、

常に最新動向を把握し、適宜必要な見直し・改善を実施すること。
〇 〇 〇

資格管理
利用者側アカウント

管理
管理情報

利用者は、氏名・住所・電話番号等、利用に必要な情報を登録し利用登録

を行えること。
〇 〇 〇

アカウント設定方

法・認証方法

利用者アカウントの設定方法（再設定含む）及び認証方法（再認証も含

む）について、必要な要件を指定すること。

（例）パスワードや認証コードによるアカウント設定、２段階認証や多要

素認証、生体認証、マイナンバーカードを活用した認証等。

〇 〇 〇

アカウント情報の修

正・停止（廃止）

利用者自身がアプリ上でアカウント情報の修正・停止（廃止）を行えるこ

と。
〇 〇 〇

管理者が利用者のアカウント情報を確認・停止（廃止）、削除ができるこ

と。
〇 〇 〇

運行管理側アカウン

ト管理
管理情報

管理者が、所属名・名前・メールアドレス等の必要な情報を登録し、管理

者アカウントを作成できること。
〇 〇 〇

管理者が、名前・メールアドレス等の必要な情報を登録し、ドライバーID

を発行できること。

※管理者の依頼による受託者等の作業も含む

〇 〇 〇

アカウント設定方

法・認証方法
ID・パスワードによるログインが可能なこと。 〇 〇 〇

デマンドバス型
デマンドタク

シー型
マイカー型

モデル仕様書・要件定義

機能分類体系

要件
大項目 中項目 小項目

予約・ダイヤ・指

定地点乗車

予約・非ダイヤ・

任意地点乗車
予約制

プロドライバー・

事業用車両

プロドライバー・

事業用車両

一般ドライバー・

専用車両orマイ

カー

■基本要件

共通事項 サービス提供環境 機器環境

利用者の操作機器環境（PC、スマートフォン）及び管理者側（管理システ

ム・ドライバー）の操作機器環境を指定する。

・対応させる機器（PC/スマートフォン）

・対応OSとそのバージョン

・対応ブラウザとそのバージョン　など

スマートフォンアプリは、iOSとAndroid双方に対応すること。

〇 〇 〇

ネットワーク環境

サービスを提供するネットワーク環境及び通信経路の暗号化について自治

体が希望する要件を記載する。提案する環境が自治体の希望と異なる場合

は、その理由やネットワークセキュリティ面で問題ないことを示すこと。

（例）

利用者側環境：インターネットで動作すること。

管理者側環境：インターネットで動作すること。

インターネット上の通信経路においては暗号化を行うこと。

〇 〇 〇

データ管理

データ管理環境について自治体が希望する要件を記載する。提案する環境

が自治体の希望と異なる場合は、その理由やデータセキュリティ面で問題

ないことを示すこと。

例：アプリサービスの場合、サービスにおいて登録されるデータは、デバ

イス内には情報は保有せず、サービス提供クラウド環境（データセンター

内）でデータを保有すること。

〇 〇 〇

データのバックアップに関して自治体が希望する要件を記載する。提案す

る環境が自治体の希望と異なる場合は、その理由やデータセキュリティ面

で問題ないことを示すこと。

・どのような環境でバックアップを行うか

・間隔と世代数（例：週次で４世代保有すること）

（その他）

障害発生時の情報資産の退避先は発注者が指定した場合を除き全て日本国

内であること。

〇 〇 〇

スマートフォンの端末故障時や機種変更時のデータ引継ぎが配慮がされて

いること。
〇 〇 〇

サービス提供時間
原則、24時間365日利用可能とすること。ただし、保守等の予定された停

止については、この限りではない。
〇 〇 〇

ライセンス・ユーザ

数等
利用者側ユーザ数

利用者側アカウントライセンスが必要となる場合は、利用者ユーザー数と

して○アカウント以上対応すること。
〇 〇 〇

管理者側ユーザ数
管理者側アカウントライセンスが必要となる場合は、利用者ユーザー数と

して特権ユーザー○アカウント以上、一般ユーザー○アカウント以上対応

すること。

〇 〇 〇

デザイン・操作性 デザイン
表示画面上の項目配置や色使い等、誰もが利用しやすいユニバーサルなデ

ザインとなるよう指定。
〇 〇 〇

操作性

表示画面上の項目配置や色使い等、誰もが利用しやすいユニバーサルなデ

ザインとなるよう指定。

（例）

年配者にも操作がわかりやすいような画面設計がされている

〇 〇 〇

アクセシビリティ
自治体と受託者間でアクセシビリティの基準を設け、その基準に準拠した

デザインとすること
〇 〇 〇

視覚障害者支援
（視覚障碍者等の支援が必要な場合）

ユーザー補助機能を検討の上、必要な機能を用意できること
〇 〇 〇

多言語対応
（多言語対応が必要な場合）

必要な言語を示す。
〇 〇 〇

情報セキュリティ 認証資格
（対応する必要がある場合）

ISMS、プライバシーポリシーマークなど事業者における認証制度・評価制

度への対応。

〇 〇 〇

データセンター

データセンターは Tier３4相当であり、建築基準法（昭和 25 年法律第 201

号）の新耐震基準に適合していること。

データセンタの物理的所在地を日本国内とし、情報資産について、合意を

得ない限り日本国外への持ち出しを行わないこと。

〇 〇 〇

個人情報・情報セ

キュリティの遵守
個人情報保護法および○○市情報セキュリティポリシーを遵守すること。 〇 〇 〇

システムログ エラー情報の把握やUI/UXの改善に必要となるログ情報を取得すること。 〇 〇 〇

アクセス・操作ログ 管理システムのアクセスログ・操作ログを取得すること。 〇 〇 〇

不正プログラム対策

システム（サービス）の稼働環境及び開発・テスト環境においては、コン

ピュータウィルス等不正プログラムの侵入や外部からの不正アクセスが起

きないよう対策を講じるとともに、それら対策で用いるソフトウェアは常

に最新の状態に保つこと。

〇 〇 〇

システム（サービス）の稼働環境及び開発・テスト環境で用いるOSやソフ

トウェアは、不正プログラム対策に係るパッチやバージョンアップなど適

宜実施できる環境を準備すること。

〇 〇 〇

その他セキュリティ

対策

個人情報の保護に配慮するなど、利用者が安心して利用できる対策を実施

していること。
〇 〇 〇

データ移行 データ移行
システム更新（再構築）の場合、前システムからのデータ移行の条件を記

載する。

（例）移行データの種類等

〇 〇 〇

サービス終了時・契

約満了時等の対応
保有データの提供

サービス開始後に利用者が入力した情報及び発注者が登録した情報のう

ち、発注者の情報管理権限を有する情報については、契約終了後全て抽出

し発注者に提供すること。

〇 〇 〇

保有データの消去等

サービスを終了若しくはサービス利用契約終了後は、保有データを提供の

のち、速やかにシステムから消去すること。消去においては、復元不可能

な状態にすること。

（必要な場合）

データ消去後に、当該データを保存していた記憶装置の物理的破壊を行う

ととももに、そのエビデンスを提出すること。

〇 〇 〇

オプトアウト対応
利用者からの申し出により、当該利用者に関する情報を全部または一部削

除できる機能。
〇 〇 〇

利用規約等 利用規約への同意
サービスの初回利用時やサービスに重要な変更を行った際には、利用者に

利用規約の内容を提示し、確認（同意）をとることができること。
〇 〇 〇

自動取得情報への同

意

機器の個体番号やGPS位置情報等、利用者がサービスを利用した場合に自

動的に取得する情報を明示するとともに、それら情報取得について同意を

得ることができること。（利用規約の確認に含む場合は不要）

〇 〇 〇

プライバシーポリ

シー
プライバシーポリシーを表示すること。 〇 〇 〇

問い合わせ機能 問い合わせ機能
サービス内の問い合わせフォームなどから、問い合わせを行うことができ

ること。
〇 〇 〇

統計機能 統計機能
システム・サービスの運用状況や利用状況を定期又は任意の時点で集計す

る機能を有していること。

例：登録者数、アクティブ利用者数、延べ利用回数　など

〇 〇 〇

関係法規制への対応 関係法規制への対応
サービスの稼働、運用・提供に関係する関係法規制を遵守するとともに、

常に最新動向を把握し、適宜必要な見直し・改善を実施すること。
〇 〇 〇

資格管理
利用者側アカウント

管理
管理情報

利用者は、氏名・住所・電話番号等、利用に必要な情報を登録し利用登録

を行えること。
〇 〇 〇

アカウント設定方

法・認証方法

利用者アカウントの設定方法（再設定含む）及び認証方法（再認証も含

む）について、必要な要件を指定すること。

（例）パスワードや認証コードによるアカウント設定、２段階認証や多要

素認証、生体認証、マイナンバーカードを活用した認証等。

〇 〇 〇

アカウント情報の修

正・停止（廃止）

利用者自身がアプリ上でアカウント情報の修正・停止（廃止）を行えるこ

と。
〇 〇 〇

管理者が利用者のアカウント情報を確認・停止（廃止）、削除ができるこ

と。
〇 〇 〇

運行管理側アカウン

ト管理
管理情報

管理者が、所属名・名前・メールアドレス等の必要な情報を登録し、管理

者アカウントを作成できること。
〇 〇 〇

管理者が、名前・メールアドレス等の必要な情報を登録し、ドライバーID

を発行できること。

※管理者の依頼による受託者等の作業も含む

〇 〇 〇

アカウント設定方

法・認証方法
ID・パスワードによるログインが可能なこと。 〇 〇 〇

デマンドバス型
デマンドタク

シー型
マイカー型

モデル仕様書・要件定義

機能分類体系

要件
大項目 中項目 小項目

モデル仕様書案

必要な機能要件を整理。黄色い網掛けをした機能は、幅広いサービス内容に共通し
て必要となる機能。
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■類型毎に異なる機能要件

利用者向け機能 予約機能 デジタル予約
スマートフォン・パソコンからの予約は、利用者の操作のみで受付が完了

すること。
〇 〇 〇

予約入力
乗降地点、乗車人数、乗車日、乗車希望時間を指定して予約することがで

きること。
〇 〇 〇

予約確認 予約状況の確認、乗降地点の確認ができること。 〇 〇 〇

予約キャンセル 予約のキャンセルができること。 〇 〇 〇

料金表示機能 料金表示機能

料金が事前に確定している場合は、予約に対して料金を事前に提示できる

こと。料金が事前に確定していない場合でも、料金表など、料金の目安を

明示できること。

〇 〇 〇

その他機能 お知らせ受信機能 予約日時のリマインドや車両到着などの通知を受信できること。 〇 〇 〇

ドライバー向け機能 予約確認 予約確認 予約内容の確認ができること。 〇 〇 〇

乗客確認 各乗降地点の乗客を確認できること。 〇 〇 〇

キャンセル通知 予約キャンセルがあった場合にドライバーへ通知できること。 〇 〇 〇

点呼機能 遠隔点呼
運行前後の点呼情報を登録したり、ビデオ通話などを通して遠隔点呼が可

能なこと。
〇

シフト入力機能 シフト入力
ドライバーの運行可能な日時や、ドライバーが運行可能な状態か否かを、

登録できること。
〇

運行支援機能 地図・ルート設定 乗降場所及び運行ルートなどをナビゲーションする機能があること。 〇 〇 〇

車両位置送信 車両位置を送信できること。 〇 〇 〇

料金計算 走行距離に応じて料金算出ができること。 〇

料金確認 料金を表示できること。 〇 〇 〇

運行記録 乗降時に、乗客を確認し記録できること。 〇 〇 〇

運行の完了報告ができること。 〇 〇 〇

乗客の料金や支払い方法（現金・回数券・オンライン決済など）などを記

録できること。
〇 〇 〇

管理者向け機能 予約機能 電話等による予約の受付
電話・窓口などで受け付けた予約内容を、利用者自身ではなく管理者等に

よりシステムへ代理で登録することができること。
〇 〇 〇

予約受付
時刻を指定（所定のダイヤから選択または自由な時刻を選択）して予約を

受け付けることができること。
〇 〇

乗降場所を指定（決められた乗降場所から選択または利用者が任意の地点

を指定）して予約を受け付けることができること。
〇 〇 〇

予約を受け付ける時間帯を各車両またはドライバーに設定できること。 〇 〇 〇

予約確認 予約状況の一覧を表示できること。 〇 〇 〇

予約キャンセル 予約のキャンセルができること。 〇 〇 〇

運行設定機能 停留所 乗降地点の登録・変更・削除ができること。 〇 〇

運行範囲 運行範囲や路線を設定できること。 〇 〇 〇

ダイヤ ダイヤを設定できること。 〇 〇

運行計画 各車両・ドライバーの運行計画が一覧で表示できること。 〇 〇 〇

運行計画は、地図画面上でルート表示ができる等、運行管理者にとって分

かりやすい工夫がなされていること。
〇 〇 〇

車両管理 登録車両の一覧を表示し、登録・変更・削除ができること。 〇 〇 〇

ドライバー管理 ドライバーの一覧を表示し、登録・変更・削除ができること。 〇

運行管理機能 勤怠管理 車両・ドライバーの動態管理が行えること。 〇 〇

日報 日報に必要な情報を入力・記録できること。 〇 〇

点呼情報管理 点呼情報の記録ができること。 〇

配車計画 運行可能な車両・ドライバーを、任意の予約に割り当てられること。 〇

運行指示
運行可能な車両・ドライバーに対し、リアルタイムで運行指示を出せるこ

と。
〇

統計機能 運行実績の集計
運行実績を随時確認でき、CSV等のファイル形式でダウンロードすること

ができること。
〇 〇 〇

連絡・通知機能 連絡・通知機能 利用者やドライバーへのお知らせを配信や通知ができること。 〇 〇 〇

料金設定機能 利用料金設定 利用者の属性等により、利用料金を設定することが可能なこと。 〇 〇 〇

モデル仕様書案

必要な機能要件を整理。黄色い網掛けをした機能は、幅広いサービス内容に共通し
て必要となる機能。

「デジタル公共財」

地域交通の運行に必要な基本機能（運行

管理や予約システム）と規定。

⇔

「年間数百万円」での提供

交通空白対策に迫られる小規模自治体
でも導入可能（持続的な運用が可能）なサービ
スに。
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